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雙
務
契
約
に
於
げ
る
履
行
こ
閾
す
る
牽
連
性

|
「
判
例
同
時
履
行
抗
篇
論
」
の
序
と
し
て
—
|
1

柚

木

馨

ふ

雙
務
契
約
に
於
い
て
は
、
沿
い
罪
者
の
給
付
坪
厠
土
が

5
靡
付
に
封
す
る
剪
債
日

C
iて
紺
束
せ
ら
れ
、
従
っ
T
〗
爾
磁

は

し

き

の
認
め

ら
る
べ
ぎ
こ
と
に
付
い
て
は
、
何
人
も
之
れ
を
疑
は
ざ
る
所
で
あ
る
°
此
の
牽
連
性
は
獨
逸
普
通
法
以
求
一
般
に
一
一
の

方
向
に
於
い
て
説
か
れ
る
°
共
の
一
ぱ
即
ち
所
謂
嘉
生
に
闊
す
る
牽
連
性
」

(
t
;
e
n
e
t
i
s
c
h
e
s
S
y
n
a
l
l
a
g
m
:
i
)
 

て
、
約
呂
冒
凰
岱
届
凰

~
i
l

罰
1
1

の
原
則
か
郎
ち
之

で
あ
っ

れ
で
あ
る
°
我
民
法
に
於
い
て
は
獨
佛
民
法
に
於
け
る
と
同
じ
く
此
の
貼
に
閥
す
る
直
接
の
規
定
が
な
い
0

併
し
乍

＼
 

ら
、
雙
務
契
約
に
於
け
る
雨
営
事
者
の
債
務
は
相
互
に
條
件
仁
る
の
闊
係
を
有
し
、
雨
者
の
骸
生
は
統
一
的
に
一
箇
の

契
約
を
以
て
約
束
せ
ら
る
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

一
常
事
者
の
債
務
が
不
法
・
不
能
共
の
他
の
原
因
に
因
つ
て
初
め
か

ら
痰
生
せ
ざ
る
と
合
は
、
相
手
方
の
依
務
恣
亦
骰
生
す
る
こ
と
が
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
は
、
性
質
上
営
然
の
論
罪
で

雙
務
契
約
に
於
け
る
履
行
に
闘
す
る
牽
逮
性

こ―-＝＝-）

ノ‘



第
六
十
巻
第
二
輝

（
ニ
ニ
四
）

ハ
四

あ
っ
て
、
敢
て
特
別
の
規
定
あ
る
を
要
し
な
い
。
従
つ
て
我
鳳
に
於
い
て
も
、
學
設
上
に
勿
論
、
判
例
に
於
い
て
も
何

等
の
遅
疑
な
く
此
の
闊
ぶ
行
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
O

〔
判
例
一
〕

明
治
四
二
年
五
月
一
四
日
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
民
録
一
五
輯
四
九

0
頁

「
雙
務
契
約
＝
於
ケ
ル
一
方
J

偵
櫛
ヲ
第
三
者
―
一
譲
渡
シ
タ
ル
場
合
卜
雖
モ
共
誼
渡
サ
レ
タ
ル
偵
櫂
ハ
依
然
ト
ジ
テ
愛
務
契
約
ョ
リ
生

ス
ル
一
方
ノ
債
樅
タ
ル
性
質
ヲ
保
有
シ
他
ノ
一
方
，
／
有
ス
ル
債
椛
卜
J

間
―
―
交
互
的
闊
聯
ヲ
仔
績
ス
ル
ヲ
以
テ
一
方
ノ
債
柚
成
立
セ
サ

ル
カ
叉
ハ
無
妓
卜
為
ル
ト
キ
ハ
他
方
J

偵
柚
モ
亦
不
成
立
若
ク
ハ
無
奴
卜
為
ル
ヘ
キ
モ
J

ト
ス
」

牽
連
性
の
第
二
の
方
向
は
一
般
に
ぶ
機
能
に
闊
す
る
牽
連
性
」

(
f
u
n
k
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
S
y
n
a
l
l
a
g
m
a
)
 

と
呼
ば
る
＼
所
の
も

の
で
あ
っ
て
、
雙
務
契
約
偵
務
が
有
妓
に
成
立
せ
る
後
に
於
い
て
も
、
共
の
相
互
の
機
能
の
上
に
一
定
の
牽
連
が
認
め

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
郎
ち
之
れ
で
あ
る
°
我
が
民
法
は
此
の
種
の
牽
連
性
を
明
認
す
る
と
共
に
、
之

れ
を
更
に
一
一
稲
に
属
別
し
た
°
共
の
一
は
即
ち
、

一
常
事
者
の
偵
務
か
聡
行
不
能
に
因
つ
て
泊
滅
し
た
場
合
に
於
い
て

民
法
は
之
れ
を
「
危
瞼
負
班
」

(
G
e
f
a
h
r
t
r
a
g
u
n
g
)

相
手
方
の
値
務
も
亦
消
滅
す
る
や
と
謂
ふ
所
謂
「
存
頼
に
欄
す
る
牽
辿
性
」

(
B
e
f
r
e
i
u
n
g
s
k
e
t
t
e
)
 

の
間
題
と
し
て
共
の
第
五
百
三
十
四
條
乃
至
第
五
百
三
十
六
條
に

の
間
起
で
あ
っ
て
、

之
れ
を
規
定
し
た
°
此
の
期
に
付
い
て
は
稿
を
新
た
に
し
て
近
合
機
會
に
於
い
て
之
れ
が
判
伺
法
的
研
究
を
試
み
や
ぅ

と
息
つ
て
ゐ
る
。
機
能
に
刷
す
る
牽
辿
性
の
第
二
に
、
営
事
者
の
一
方
は
獨
立
に
共
の
債
梱
の
履
行
を
請
求
し
得
る
や

と
謂
ふ
所
謂
「
聡
行
に
刷
す
る
牽
述
性
」

(
E
r
f
o
l
l
u
n
g
s
k
e
t
t
e
)

の
問
題
で
あ
っ
て
、
民
法
は
之
れ
を
「
同
時
履
行
の
抗



揺
樅
」

の
問
題
と
し
て
、

其
の
第
五
百
一
二
十
三
條
に
規
定
し
に
。
筆
者
は
目
下
恰
も
此
の
間
題
に
付
い
て
、
刊
例
法
の

解
剖
・
批
判
を
中
心
の
課
題
と
し
つ
つ
、
其
の
證
系
的
な
る
研
究
を
志
し
て
ゐ
る
が
、
紙
敗
の
瀾
係
は
共
の
全
部
を
絃

に
掲
載
せ
し
む
る
こ
と
を
許
さ
な
い
°
従
っ
て
、
本
小
稿
に
於
い
て
は
此
の
研
究
の
序
高
に
祖
常
す
る
も
の
と
し
て
、

此
の
種
の
牽
連
性
の
大
證
の
観
念
の
み
を
其
の
領
域
の
判
例
法
の
研
討
を
主
眼
と
し
つ
つ
考
察
し
て
見
た
い
と
考
へ

る
°
既
に
陳
腐
と
す
ら
考
へ
ら
る
る
同
時
履
行
の
抗
緯
諭
も
此
の
範
域
に
於
い
て
積
み
重
ね
ら
れ
杞
る
判
例
法
の
憫
系

化
と
共
の
批
判
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
於
い
て
は
、

又
自
ら
新
し
合
姿
を
悟
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
信
ず
る
°
唯
だ

本
稿
の
扱
ふ
所
の
序
論
的
方
面
に
判
例
の
敷
の
勢
び
稀
少
な
る
こ
と
は
遺
懺
で
あ
る
が
、
之
れ
は
今
後
試
み
ん
と
す
る

本
論
的
方
面
に
於
け
る
豊
富
な
る
判
例
法
に
依
つ
て
、
補
は
肛
ん
こ
と
を
望
み
た
い
（
註
1
)
0

（註
l
)

雙
務
契
約
に
於
け
る
同
時
展
行
の
抗
綺
梱
に
付
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
文
献
は
次
の
如
く
で
あ
る
°
是
等
は
引
用
に
際
し
て
其
の
書
名
又
は
題
名

を
省
略
す
る
O

(
A
)
〔
論
文
〕

石
坂
昔
四
郎
「
契
約
不
履
行
の
抗
饂
を
論
ず
」
（
法
學
新
報
二
五
巻
七
職
一
頁
、
八
臨
一
頁
）
、
磯
谷
幸
次
郎
，
＇
同
時
履
行
の
抗
塙
樅
の
性
質

を
論
じ
大
審
院
判
例
に
及
ぶ
」
（
法
曹
記
事
二
七
巻
七
雛
一
頁
）
、
員
野
毅
「
同
時
履
行
の
抗
緋
樅
と
所
謂
履
行
提
供
の
艦
綬
」
合
日
本
法
政
新
誌
一
巻
六

麟
―
]
二
頁
）
、
入
江
鍔
太
郎
「
同
時
履
行
抗
揺
樅
の
逸
川
に
欄
す
る
諸
問
題
」
（
法
學
新
報
二
八
巻
一
〇
牌
四
一
一
頁
）
．
村
上
恭
一
「
同
時
履
行
の
抗
揺
」

（
法
學
新
報
一
―
1
0巻
一
O
琥
四
一
頁
，
一
―
競
ニ
―
〖
頁
）
、
紳
戸
・
冥
次
郎

t
•

同
時
履
行
論
」
〈
法
學
協
會
雑
誌
二
九
巻
九
蒻
九
一
頁
）
、
岡
村
玄
治
「
貨
伐

人
が
造
作
買
取
請
求
に
應
ぜ
ざ
る
場
合
に
於
け
る
賃
偕
人
の
椛
利
，

j

C

法
學
新
報
―
―
一
四
巻
一

0
競
―
―
九
頁
）
、
同
氏
「
倖
地
法
に
依
る
買
収
語
求
と
同
時

履
行
の
抗
辮
横
」
（
法
學
志
林
＝
―
-
四
巻
九
撃
五
一
頁
）

(
B
)
〔
判
例
批
評
〕

石
坂
昔
四
郎
・
法
學
協
倉
雑
誌
三
四
巻
六
八
頁
、
同
氏
・
京
邦
法
學
會
雑
誌
一

0
巻
四
駿
一
三
宜
頁

聘
道
文
恭
•
京
都
法
學
舎
雑

雙
務
契
約
に
於
け
る
属
行
に
闘
す
る
牽
辿
性

（
ニ
ニ
五
）

六
五



第

六

十

巻

第

二

緯

（
ニ
ニ
六
）

六
六

誌
一
―
巻
九
緯
六
一
頁
、
鳩
山
秀
夫
・
法
學
協
會
雑
誌
三
六
巻
七
蹴
一

0
九
七
頁
、
同
氏
・
京
都
法
學
會
雑
誌
＝
―
-
八
巻
三
緯
九
二
頁
、
平
野
翡
太
郎
・
判

例
民
法
大
正
十
年
度
―
―1
0頁
、
我
妻
栄
•
同
上
二
七
七
頁
、
同
氏
・
同
上
―
―
―
五
二
頁
、
同
氏
J

同
上
四
四
七
頁
同
氏
。
同
上
五
四
＝

1否
竺
藤
田
東

舟
橋
諄
一
。
判
例
民
法
大
正
十
三
年
度
ニ
―
―
頁
，
．
末
弘
厳
太
郎
・
同
上
二
三
八
頁
‘
併
澤
孝
平
・
判

―
―
一
・
判
例
民
事
法
大
正
十
二
年
度
三
一

0
頁

例
民
亭
法
大
正
十
四
年
度
四

0
五
頁
、
築
師
寺
志
光
・
法
學
志
林
―
]
一
五
巻
二
賊
八
一
頁
、
末
弘
厳
太
郎
・
判
例
民
事
法
昭
和
七
年
度
五
一
頁
、
我
妻
栄
・

同
上
五

0
:
―
一
頁
、
末
川
拇
。
民
商
法
雑
誌
一
巻
ご
郷
一
三
八
頁
、
小
町
谷
操
＝
＝
了
法
學
協
會
雑
誌
五
三
巻
―
―
―
撃
二
四
六
八
頁
し
大
橋
光
雄
・
民
商
法

雑
誌
三
巻
一
臨
一
六
七
頁

(
O
)
〔
外
國
文
献
〕
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雙
務
契
約
の
性
質

民
法
は
雙
務
契
約
の
概
念
を
法
定
し
て
ゐ
な
い
か
ら
（
註

"

1

)

ヽ

民
法
が
之
か
を
片
務
契
約
と
峻
別
し
て
之
れ
に
特
別

な
る
妓
果
を
附
典
す
る
趣
旨
に
鑑
み
て
、

其
の
概
念
を
決
定
す
る
の
外
は
な
い
。
然
る
と
き
は
、
雙
務
契
約
(
c
o
n
t
r
a
c
,
 

r
 
u
s
 bilaterales, 
c
o
n
t
r
a
t
 
s
y
m
l
l
a
g
m
a
t
i
q
u
e
 
o
u
 b
i
h
t
e
t
a
l
.
 
g
e
g
e
n
s
e
i
t
i
g
e
r
 
o
d
.
 
z
w
e
i
s
e
i
t
i
g
e
r
 
V
e
r
t
r
a
g
C
註
3
)
）

し
J

は、

て
、
片
務
契
約

(
c
o
n
t
r
a
c
t
u
s
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
e
s
,
 
c
o
n
t
r
a
t
 u
n
i
l
a
t
e
r
a
l、
e
i
n
s
e
i
t
i
g
e
r
V
e
r
t
r
a
g
)
 
を
定
義
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
雙

務
契
約
以
外
の
契
約
を
片
務
契
約
と
謂
ふ
と
、
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
ぅ
°
之
れ
を
分
説
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で

あ
る
O



み
が
債
植
を
取
得
し
、
相
手
方
は
箪
に
債
務
を
負
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
が
如
き
契
約
、
例
へ
ば
、
消
費
貸
借
や
贈
典
の
如
さ

は
、
片
務
契
約
で
あ
る
°
之
れ
を
一
般
に
「
厳
格
な
る
片
務
契
約
」

(
s
t
r
e
n
g
e
i
n
s
e
i
 tiger 
V
e
r
t
r
a
g
)
 
..¥J
稲
す
る
0

¥
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¥
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9
,
1
J
1
)！

ー

＼

ー

！

＼

し

),’ 

―
―
雙
務
契
約
は
、
‘
笑
約
締
結
の
各
常
事
者
が
互
に
到
債

(
E
n
t
g
e
l
t
)

と
し
て
債
務
を
負
払
す
る
契
約
で
あ
る
O

（

イ

）

抑

ち

、

各

常

事

者

の

債

務

が

互

に

條

件

の

閾

係

を

有

し

、

霞

悶

烈

厨

累

製

門

氣

胃

尉

只
叫
ぶ
冑
冒
間

L
l
(
c
a
u
s
a
c
r
e
d
e
n
d
i
)
'
:
 訊
加
い
5
[い
い
加
釦
口
均
勺
5
□
[
m
]
い
い
な
ー

＼ヽ
i
i

、ー．ー
i

ヽ`＇’
i

ー、
i
/
），＇ヽ
ー
i
|
；‘

;
'
,
r
、

ぃ
。
到
債
と
謂
人
の
は
此
の
意
味
に
於
い
て
‘
用
5
ら
る
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
雨
賞
事
者
の
負
搬
せ
る
給
付

が
客
観
的
に
等
債
な
る
こ
と
（
記
q
u
i
v
aぎ
e
n
t
)

は
雙
務
契
約
の
詞
克
件
で
は
な
い
o

が
烈
叫
磁
四
'

こ
と
、
精
確
に
謂
へ
ば
、
筍
筍
閲
紹
ぶ
認
扇
い
に
以
幻
剛
い
い
見
ぐ
梨
円
団
剛
釦
ど
舶
囚
司
へ
乞

.

.

.
 ＿
＿
＿
＿
 

．．
 
_＿● 

ー

ー

ー

！

）

，

）

，

ヽ

債
と
し
て
負
杞
し
に

‘!!
¥
l
ー！ヽ
ー！
fi
、
ー
ー
ー
＼
！

も
の
な
る
を
以
嘉
気
叫
悶
力
。
匈
?
ぃ
告
利
瓢
否
悠
闘
予
渉
叫
鉛
臀
悶
於
い
て
＼
尺
相
互
に
ー
為
す
‘

\
l
\
|

！
し
ー
！
、
＼
｀
＇
＼
~
＇
ヽ
：
＼
ー
！
し
！

ベ
合
出
捐
の
客
観
的
債
値
が
著
る
し
く
異
な
る
場
合
と
雖

ii
、、l
雙
務
契
約
に
る
の
放
か
を
失
ふ
も
の
で
は
な
い
°
此
の

貼
は
學
説
の
等
し
く
認
む
る
所
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
判
例
も
ー
|
士
但
接
の
大
審
院
判
例
は
見
営
ら
ぬ
が
|
ー
—
之
れ
を
否

認
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
（
註
4
)
0

（口）

併
し
乍
ら
、
此
の
意
味
に
於
け
る
蜀
債
謁
係
が
雨
嘗
事
者
の
債
務
間
に
存
す
る
こ
と
は
、
雙
務
契
約
に
と

つ
て
絶
勁
に
必
要
で
あ
る
（
註
こ
。

従
っ
て
、
常
事
者
の
雙
方
が
債
務
を
負
招
す
る
契
約
に
於
い
て
も
、
共
の
雙
方
の

嬰
務
契
約
に
於
け
る
辰
行
に
闘
す
る
牽
連
性

（一三，
L
）

六
七



第
六
十
巻
第
二
琥

（
一
三
八
-

ノ‘
八

債
務
が
互
に
勁
債
と
し
て
負
謄
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
非
ざ
る
と
き
、
例
へ
ば
使
用
貸
惜
や
謡
償
委
任
の
如
き
は
、
雙
務

契
約
と
謂
ふ
を
得
な
い
°
之
訊
を
一
般
に
「
般
格
な
ら
ざ
る
片
務
契
約
」

(
n
i
c
h
t
s
t
r
e
n
g
 
cinse'.tiger 
Vertra,,;) 

と
稲

す
る
（
註
6
)
0

判
例
も
亦
傍
論
な
が
ら
此
の
理
を
明
認
し
て
ゐ
る
O

〔
判
例
二
〕

昭
和
四
年
四
月
六
日
大
審
院
第
四
民
事
部
判
決
法
律
評
論
一
八
巻
民
法
―

1
0
七
頁

「
契
約
ノ
営
事
者
雙
方
各
々
或
債
務
ヲ
負
捻
セ
ル
場
合
必
ス
シ
モ
常
＝
所
謂
雙
拘
契
約
―
―
ハ
非
ス
共
／
各
自
ノ
負
捻
セ
ル
債
務
力
互
―
―

野
憤
ノ
闘
係
ヲ
為
セ
ル
場
合
ニ
シ
テ
始
メ
テ
爾
lJ
故
已
一
例
ヘ
ハ
使
用
貸
借
―
―
於
テ
貸
主
ハ
借
主
ヲ
シ
テ
目
的
物
ヲ
使
用
セ
シ
ム
可
キ
義

務
ア
ル
ト
共
―
―
借
主
ハ
目
的
物
ノ
性
質
―
一
因
リ
テ
定
マ
レ
ル
用
方
以
外
ノ
使
用
牧
盆
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
サ
ル
義
務
ア
lJ
叉
契
約
―
一
定
メ
ク

ル
時
期
―
―
於
テ
目
的
物
ヲ
返
還
ス
可
キ
義
務
ア
ル
モ
未
ク
以
テ
何
人
モ
使
用
貸
借
ヲ
認
メ
テ
以
テ
雙
務
契
約
卜
為
サ
ス
何
者
此
ノ
場
合

貸
主
J
義
務
ハ
借
主
J
義
務
卜
彼
此
互
二
経
惰
的
―
一
相
換
フ
ル
ノ
意
味
ハ
之
ヲ
有
セ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」

＾ 2 ヽ

‘ 
雙
務
契
約
た
る
に
は
、
各
常
事
者
の
給
付
が
相
手
方
の
給
付
に
到
す
る
蜀
債
と
し
て
約
束
せ
ら
る
る
を
以

て
足
る
も
の
で
あ
っ
て
、

必
ら
ず
し
も
雙
方
の
給
付
が
互
に
交
換
せ
ら
る
る
こ
と
、
郎
ち
所
謂
交
換
的
契
約

(
A
u
s
t
a
-

u
s
c
h
 ve
r
t
r
a
g
)
 

た
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
°
勿
論
雙
務
契
約
の
大
部
分
は
交
換
的
契
約
に
昴
す
る
で
あ

ら
う
0

郎
ち
、
賣
買
．
贈
典
は
勿
論
の
こ
と
と
し
て
、
賃
貸
借
．
屈
傭
・
請
負
等
に
於
い
て
も
、
到
債
を
得
て
為
す
使

用
許
訊
や
勢
務
又
は
仕
事
の
給
付
は
廣
義
に
於
い
て
給
付
の
交
換
と
稲
し
得
る
か
ら
、
交
換
的
給
付
た
る
を
失
は
ぬ
で

あ
ら
ぅ
°
併
し
乍
ら
、
糾
合
の
如
含
に
於
い
て
は
給
付
の
交
換
な
る
も
の
は
存
し
な
い
°
而
も
、
各
糾
合
員
が
ー
共
同



目
的
達
成
の
為
め
の
I
給
付
を
約
す
る
の
は
、
他
の
常
事
者
も
亦
ー
同
一
目
的
へ
の

I
給
付
義
務
を
負
ふ
が
為
め
で
あ

る
か
ら
、
之
れ
を
雙
務
契
約
の
箇
疇
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
ぅ
°
封
債
的
闘
係
は
必
ず
し
も
交
換
的
闊
係
を
包
含
す

る
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
を
特
に
注
謡
す
べ
§
で
あ
る
°
判
例
も
一
種
の
無
名
契
約
に
於
い
て
此
の
理
を
認
め
て
ゐ
る
0

〔
判
例
三
〕

大
正
二
年
七
月
一

0
日
大
窮
院
ふ
一
民
ぶ
部
判
決
民
録
一
九
斡
六
五
四
頁

「
債
櫂
者
力
第
三
者
―
―
封
シ
テ
債
椛
ヲ
態
菜
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
ジ
之
―
一
吋
シ
テ
第
三
者
力
依
窃
者
l
債
務
卜
同
一
内
容
ヲ
有
ス
ル
債
務
ヲ

負
療
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
描
者
ハ
第
一
二
者
―
―
詞
ジ
テ
爪
務
者
ノ
為
メ
ニ
憤
樅
ヲ
微
棄
ス
ヘ
キ
債
務
ヲ
負
掠
シ
第
三
者
ハ
債

植
者
―
―
討
シ
テ
債
務
者
ノ
債
務
卜
同
一

J9
位
絡
ヲ
負
醤
ス
ル
ニ
輝
ノ
愛
務
契
約
成
立
ス
ル
―
―
至
ル
モ
ノ
ト
ス
」

（
註
2
)

さヽ
・ヵ

獨
瑞
雨
法
亦
同
様
で
あ
る
O

獨
り
佛
民
法
は
其
の
第
一
―

0
-
―
條
に
於
い
て
雙
務
契
約
の
次
條
に
於
い
て
片
務
契
約
の
概
念
を
法
定
し
て
ゐ
る

其
の
属
別
の
頗
る
不
完
全
な
る
こ
と
後
述
〈
註
5
)
の
如
（
で
あ
る
O

（註
3
)

g
e
g
e
n
s
e
i
t
i
g
e
r
 
V
e
r
t
r
a
g
な
る
獨
語
は
雙
務
契
約
を
示
す
術
語
と
し
て
は
請
確
で
は
な
い
o

記
し
之
れ
は
、
契
約
締
結
行
総
が
雙
方
的
で
あ
る

こ
と
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
°
従
つ
て
精
廊
に
は
寧
ろ
、

g
e
g
e
n
s
e
i
t
i
g
v
e
r
p
f
i
i
c
h
t
e
n
d
e
r
 
V
e
r
t
r
a
g
 
-"l
稲
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
0

vgl. 
E
n
n
e
c
c
e
r
u
s
,
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
~
2
5
G
0

片
務
駆
へ
約
に
付
い
て
も
亦
同
様
で
あ
るO

（註
4
)

獨
大
審
浣
は
之
れ
を
明
認
す
る
、

R

G

L
e
i
p
 N
N
"
 

191'.o 
s. 
5
5
5
 

（註
l
a
)

然
る
に
佛
民
法
第
一
―

0
二
條
は
雙
務
契
約
の
概
念
よ
り
此
の
要
素
を
排
除
し
た
結
果
と
し
て
、
其
の
第
一

1011!
條
は
嘗
事
者
の
一
方
の
み
が

債
務
を
負
ふ
場
合

郎
ち
所
謂
厳
硲
な
る
片
務
契
約
の
み
を
、
片
務
契
約
と
し
て
定
義
す
る
0

か
く
て
は
、
雙
務
契
約
に
特
別
な
る
取
扱
が
鯰
さ
る
る
理

由
を
完
全
に
説
明
し
得
な
い
で
あ
ら
う
0

（註
6
)

學
者
に
よ
っ
て
は
乙
四
へ
ば

d

T
i
t
z
e
,
 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 
S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
t
n
i
s
s
e
 
S. 
3
8
)
、
此
の
種
の
片
務
契
約
を
不
完
全
又
は
不
平
等
雙
務
契

約

(
c
o
n
t
r
a
c
t
u
s
b
i
l
a
t
e
r
a
l
e
s
 
i
n
a
e
q
u
a
l
e
s
,
 zufiillig 
o
d
.
 u
n
v
o
l
l
k
0
m
m
c
n
e
n
 z
w
c
i
s
e
i
t
i
g
e
 V
e
r
t
r
a
g
e
)
 
,-¥; 
稲
し
、
之
れ
に
封
し
て
通
常
の
雙

雙
務
契
約
に
於
け
る
履
行
に
闘
す
る
牽
辿
性

（
ニ
ニ
九
）

六
九



第

六

十

俗

第

二

絨

（
二
主

O
)

七

O

務
契
約
を
完
令
又
は
平
等
雙
務
契
約

(
c
o
n
t
r
a
c
t
u
s
bilaterales 
a
e
q
u
a
l
e
s
,
 
v
o
l
l
k
o
m
m
e
n
e
n
 z
w
e
i
s
e
i
t
:
g
e
 
V
e
r
t
 r
a
g
e
)
と
呼
ぶ
者
も
あ
る
け

れ
と
も
、

H
獨
面
民
法
共
に
、
片
務
契
約
と
雙
務
哭
約
と
の
間
に
法
律
上
の
取
扱
を
異
に
す
る
に
止
ま
り
、
片
務
契
約
中
に
於
い
て
特
に
不
完
全
雙
務
哭

?[ 56°
 

約
な
る
も
の
に
特
郎
な
る
放
力
を
奥
ふ
る
も
の
で
な
い
か
ら

d

か
か
る
概
念
構
成
は
少
く
と
も
解
秤
論
と
し
て
は
無
意
義
で
あ
る
，

v
g
L

E
n
n
e
c
c
e
r
u
s
 

佛
昆
法
は
五
i

o

)

に
於
い
て
述
べ
た
が
如
く
、
か
か
る
不
完
全
雙
務
契
約
を
以
て
雙
務
契
約
の
概
念
に
包
合
せ
し
め
て
ゐ
る
°
羅
馬
法
に
於

い
て
は
雙
務
契
約
と
此
の
拉
の
片
務
契
約
と
の
謳
別
は
明
諒
に
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
た

ogpち
、
此
の
稲
の
片
務
契
約
に
於
け
る
主
た
る
椛
利
者
の
債
樅
を

actio 
(
m
a
n
d
a
t
i
,
 
d
e
p
o
s
i
t
i
 
etc.) 
d
i
r
e
c
t
a
、
相
手
方
の
反
到
債
揺
を

actio
c
o
n
t
r
a
r
i
a

と
呼
ぶ
と
共
に
、
雙
務
契
約
に
於
い
て
は
．
或
は
特
別

の
名
稲
を
用
ひ
（
actio
e
m
t
i
,
 
venditi, 
Iocati, 
c
o
n
d
u
c
t
i
)
"
或
は
雨
者
に
全
く
同

1

の
名
稲
を
奥
（
た

(actio
p
r
o
 s
o
c
i
o
)
0
 

履
行
に
闊
す
る
牽
連
性
の
本
質

雙
務
契
約
に
於
い
て
屈
行
に
闊
す
る
牽
連
性
が
如
何
な
る
本
質
を
有
す
る
や
に
付
い
て
は
、
獨
逸
普
通
法
上
争

の
存
し
た
所
で
あ
っ
た
°
仰
ち
、
ケ
ラ
ー

(
K
e
l
l
e
r
)

二
諏
（
註
7
)

の
見
解
に
依
れ
ば
、
筍
叩
叩
納
バ
い
似
□
口
聾
輝
に

ー！ヽ
l
l
し
ー
ー
＼
ー
ー
＼
！
！
＼
＼
l
l
¥
¥
l
!
＼
l
!
！ヽ
l
ー
i
¥
l
し
ー
ー
ー
！
ヽ
！
ー
ー
＼
l
l
i
¥
l
！
ー
ー
！
ー
＼
！
ー
＼
ー
ー
ー
＼
ー
「

給
付
に
向
け
ら
る
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
反
蜀
給
付
に
調
す
る
給
付
に
向
け
ら
る
る
も
の
で
あ
る
°
故
に
自
己
の
側
に

於
い
て
瞑
に
履
行
し
た
る
者
の
み
箪
純
に
給
付
を
詰
求
し
得
べ
く
、
従
つ
て
、
輩
純
に
給
付
を
訴
求
す
る
と
き
は
、
訴

に
於
い
て
自
己
の
給
付
の
履
行
あ
り
し
こ
と
を
主
張
す
る
を
両
空
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
が
未
だ
履
行
を
為
ぷ
ご
る

旨
の
被
告
の
異
品
は
抗
鉗
に
非
ず
し
て
、
訴
の
主
張
の
否
認
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
た
。
之
れ
に
反
し
/
L
多
敷
設
（
註
ご
に

依
れ
ば
、
各
賞
庫
者
は
雙
務
契
約
に
依
つ
て
箪
純
に
給
付
詰
求
枇
を
取
得
す
る
、
併
し
乍
ら
、
之
れ
を
正
償
な
ら
し
む

ベ
合
合
意
又
は
法
律
規
定
な
く
し
て
先
行
給
付
を
請
求
す
る
の
は
公
平
を
失
す
る
か
ら
、
自
己
の
側
に
於
い
て
履
行
を



為
す
こ
と
な
く
し
て
反
毀
給
付
を
語
求
す
る
と
き
は
、
相
手
方
よ
り
「
契
約
不
•
履
行
の
抗
辮
」

(
E
i
n
r
e
d
e

d
e
s
 
n
i
c
h
t
 

erfiillten 
V
e
r
t
r
a
g
e
s
)

な
る
一
種
の
抗
謡
が
釣
抗
せ
ら
れ
得
る
、
と
せ
ら
れ
た
（
註
9
)
O

此
の
ケ
ラ
1

一
派
の
見
解
は
、

法
源
に
も
妥
常
せ
ず
（
註
い
）
ヽ

賞
際
上
の
適
用
の
結
果
も
認
堂
な
り
と
は
考
へ
得
ら
れ
口
が
、
獨
逸
民
法
第
三
百
二
十

條
は
「
'
:
反
到
給
付
ヵ
認
サ
l
V
l
v

マ
テ
自
己
ノ
負
頭
ス

JV

給
付
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
、
共
の
抗
鯖
説
に
左

胆
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
明
示
し
た
（
註
巳
°

然
る
に
端
西
債
務
法
第
八
十
二
條
が
「
雙
務
契
約
―
―
於
イ
テ
相
手
方
ニ

履
行
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
炉
者
↑
目
ラ
既
―
―
履
行
又
(
履
行
ノ
提
供
ヲ
為
シ
タ
炉
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
（
註
12
）‘

明
か
に
ケ
ラ
1

一
派
の
見
解
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
共
の
立
法
の
比
較
的
新
し
ぎ
だ
け
に
注
目
に
値
す
る
（
註
1
3
)
0

我
民
法
第
五
百
三
十
三
條
は
、

「
雙
務
契
約
常
事
者
ノ
-
方
(
相
手
方
力
共
債
務
ノ
履
行
ヲ
提
供
ス
ご
テ
(

自
己
ノ
依
務
ノ
履
行
ヲ
拒
ム

コ

ト
ヲ
得
べ

と
規
定
す
る
°
之
れ
を
一
般
に
同
時
履
行
の
抗
辮
柚

(
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
n
 

a
d
i
m
p
l
e
t
i
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
s
,
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
titr
含

d
e
l'inexecution, 
E
i
n
r
e
d
e
 
d
e
s
 
n
i
c
h
t
 
erfollten 
V
e
r
t
r
a
g
e
s
)
 
C

註
且
）
し
J

稲
す
る
が
、
之
れ
が
獨
逸
民
法
に
倣
つ
て
抗
闘
説
を
採
用
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
疑
な
き
所
で
あ
り
、
學
説
に
於
い
て

も
異
論
あ
る
を
知
ら
な
い
°
判
例
も
亦
終
止
一
貫
し
て
抗
僻
説
と
支
持
し
末
つ
亡
こ
と
、
今
後
褐
ぐ
る
諸
種
の
判
例
に

依
つ
て
明
か
に
知
り
得
る
所
で
あ
る
が
、
共
の
間
和
々
疑
は
し

g
判
例
も
存
せ
ぬ
で
は
な
い
°
今
之
れ
を
例
示
す
れ
ば

次
の
如
き
も
の
を
學
げ
得
る
0

（

イ

）

〔
判
例
四
〕

明
治
四
一
年
―
一
月
一
―
一
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
民
録
―
四
輯
―
ニ
―
七
頁

雙
務
契
約
に
於
け
る
履
行
に
闘
す
る
女
年
連
性

（
二
＝
二
）

七



第

六

十

巻

第

二

緯

（―-―-三）

七

「
買
主
タ
ル
原
告
力
紙
―
―
自
己
ノ
債
務
ハ
之
ヲ
履
行
シ
了
リ
タ
リ
ト
主
賑
益
早
＝
相
手
方
ノ
債
務
底
行
ノ
ミ
ヲ
求
，
1

ル
場
合
―
―
於
テ
相

手
方
力
之
ヲ
争
ヒ
而
シ
テ
裁
判
所
力
未
夕
原
告
ノ
債
務
／
履
行
ナ
キ
ヲ
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
原
告
ニ
シ
テ
共
債
務
履
行
ノ
提
供
ヲ
為
ス
カ

叉
ハ
其
請
求
ヲ
更
メ
自
己
J
債
務
J
履
行
卜
同
時
二
相
手
方
J
債
務
履
行
ヲ
求
ム
ル
趣
3

日
卜
鯰
サ
活
ル
限
リ
ハ
之
ヲ
不
嘗
ナ
リ
ト
シ
ア

却
下
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
此
場
合
―
-

g

早
二
相
手
方
ノ
債
務
履
行
ノ
ミ
ヲ
命
ス
ル
判
決
ヲ
為
ス
ニ
於
テ
公
共
確
定
J

結
果
相
手
方

盆
早
獨
―
一
共
偵
務
ノ
履
行
ヲ
張
要
セ
ラ
レ
法
律
上
付
輿
セ
ラ
レ
タ
ル
同
時
履
行
ヲ
求
ム
ル
櫂
利
ヲ
行
フ
ノ
途
ナ
キ
ニ
至
レ
ハ
ナ
リ
」

此
の
判
決
は
他
の
機
會
に
於
い
て
述
ぶ
る
如
く
間
も
な
く
税
己
れ
て
交
換
給
付
の
判
決
が
現
在
の
判
決
の
態
度
と
な
っ

て
ゐ
る
が
、
之
れ
を
別
と
し
て
此
の
判
決
自
腔
に
付
い
て
見
て
恣
之
れ
は
抗
綺
説
を
否
定
し
た
も
の
と
は
謂
び
得
な

悶
蓋
し
、
被
告
の
異
議
に
依
つ
て
原
告
敗
訴
と
な
る
と
謂
ふ
結
論
は
ケ
ラ
1

の
見
解
に
似
た
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
夫
れ
は
判
決
の
内
容
に
闊
す
る
諜
解
の
結
果
に
過
ぎ
ず
し
て
、
自
己
の
側
に
於
け
る
給
付
を
語
求
の
要
件
と
為
せ

る
が
為
め
の
結
論
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
O

（

口

）

〔
判
例
五
〕

大
正
四
年
五
月
二
四
日
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
民
録
ニ
―
輯
七
九
七
頁

「
雙
務
契
約
ノ
場
合
＝
於
テ
雙
方
ノ
偵
務
力
共
―
―
辮
料
期
二
仕
ル
ト
キ
ハ
共
一
方
ハ
相
手
方
力
共
偵
務
ノ
履
行
ヲ
提
供
セ
サ
ル
限
lJ
ハ

期
限
紅
過
ノ
一
事
ヲ
以
テ
直
―
―
迎
滞
宕
ク
ハ
不
履
行
ノ
責
―
ー
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
」

〔
判
例
六
〕

同
趣
旨
，
大
正
二
年
十
二
月
四
日
大
審
院
弟
一
民
事
判
決
民
録
一
九
輯
九
九
三
頁
、
大
正
五
年
―
一
月
二
七
日
大
審
院
弟

二
民
事
部
判
決
民
録
ニ
ニ
斡
ニ
―
―

1
0頁
、
大
正
パ
年
三
月
七

u大
審
院
第
三
民
事
部
判
決
民
録

1

一
三
斡
三
四
二
頁
、
大
正
六
年
四
月



一
九
日
大
審
院
第

1

一
民
事
部
判
決
民
緑
一
三
儲
六
四
九
頁
、
大
正
九
年
一
月
二
九
日
大
審
院
第
二
民
事
綿
判
決
民
録
二
六
輯
二
五
頁
、

大
正
一

0
年
三
月
一
九
日
大
審
院
第
三
民
事
部
判
決
恥
録
二
七
韓
五
六
三
頁
、
大
正
一

0
年
六
月
三

O
R天
審
院
糸

1

一
民
事
部
判
決
録

1

一
七
輯
―
二
八
七
頁

此
の
種
の
刊
例
を
以
て
抗
錦
説
を
微
棄
し
た
も
の
で
あ
る
と
目
す
る
見
解
も
存
す
る
け
れ
ど
も
（
註

g
‘

之
れ
は
抗
緯

櫂
の
存
在
自
惚
が
履
行
遅
濡
の
責

る
や
否
や
の
間
起
で

つ
て
、

常
然
に
は
抗
揺
説
を
採
用
す
る
こ
と
ヽ

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
°
尤
も
此
の
間
題
に

し
/
(
；
は
他
の
機
會
に
於
い
て
研
究
し
た
い
と
恩
つ
/
し
ゐ
る
O

（
註
7
)

K
e
l
l
e
r
,
 
J
a
h
r
b
u
c
h
 d
e
s
 g
e
m
e
i
n
e
s
 R
c
c
h
t
e
s
 4
 
S. 1
1

 

ff; 
K
a
r
l
o
w
a
,
 D
e
 n
a
i
u
r
a
 s
y
n
a
l
l
a
g
m
a
t
o
s
 ;
 Sc
h
l
e
s
i
n
g
e
r
,
 
U
n
z
u
l
窃
S
1

i
g
k
e
i
t
 
d
e
r
 B
e
s
c
h
l
a
g
n
a
h
m
e
 u
n
v
e
r
d
i
e
n
t
e
n
 A
r
b
e
i
t
s
l
o
h
n
s
;
 
Vv. 
S
t
;
n
z
i
n
g
,
 
n
0
n
d
u
m
 est 
e
x
 c
m
t
o
 actio. 

（
註
8
)

W
.
 A. P
u
c
h
t
a
,
 
J
a
h
r
b
.
 
d. 
g
e
m
.
 R
.
 5
 
S. 
9
4
 
ff.; 
B
e
k
k
 g
 
d
a
s
e
l
b
s
t
 
S. 
116 ff 
;
 De
r
n
b
u
r
g
,
 K
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 2
 
A
u
f
l
.
 
S
.
 

6
3
 ff.; 
B
e
r
n
h
o
f
t
,
 D
o
g
m
 J. 
1
4
 S. 1
8
4
 
ff.; 
B
a
n
g
e
r
o
w
,
 L
e
i
t
f
a
d
c
n
 
f
f
o
'
P
a
n
d
e
k
t
e
n
v
c
d
e
s
u
n
g
e
n
 7
 

A
u
n
.
 II. ~607 

;
 

W
i
n
d
‘
 

s
c
h
e
i
d
,
 
L
e
h
r
b
u
c
h
 d
e
r
 P
a
n
d
e
k
t
e
n
 9
.
 

A
u
f
l
.
 
II, 
≪
3
2
1
 
A
n
m
,
 2
;
 P
u
n
t
s
c
h
a
r
t
,
 F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 R
e
c
h
t
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
 
S. 
2
0
7
 
ff 
;
 

R
y
c
k
,
 S
c
h
u
l
d
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
 
S. 3
1
5
 
ff 

（註
9
)

此
の
雨
派
の
結
論
の
賞
際
上
の
差
異
は
主
と
し
て
訴
訟
上
の
領
域
に
於
い
て
現
は
れ
る
°
郎
ち
、
(

A

)

ケ
ラ
ー
一
派
の
見
階
に
従
へ
ば
、
原
告
が

自
己
の
側
に
於
い
て
履
行
し
た
る
こ
と
を
主
張
ぜ
ず
し
て
蹴
純
に
給
付
を
訴
求
す
る
と
き
は
、
屎
告
は
訴
を
却
下
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
o

之
れ
に
反
し

て
多
数
訛
の
見
倍
に
従
へ
ば
、
原
告
が
自
己
の
側
に
於
い
て
殷
行
を
鯰
し
た
る
こ
と
を
主
張
ぜ
ず
し
て
箪
純
に
給
付
を
一
証
求
し
た
る
場
合
に
於
い
て
も
‘

被
告
が
其
の
抗
揺
を
援
用
せ
ず
、
従
っ
て
特
に
鋏
席
判
決
の
場
合
こ
於
い
て
い
i

、
披
告
か
敗
訴
の
言
渡
を
受
く
る
こ
と
と
な
る
o

又

(

B

)

證
書
訴
訟
に

於
い
て
も
、
ケ
ラ
ー
の
見
倍
に
従
（
ば
、
璽
口
は
證
斉
證
捻
二
依
つ
て
彼
が
既
に
自
己
の
側
い
於
い
て
履
行
し
た
る
こ
と
を
認
め
得
る
場
合
に
眼
り
有
放

に
訴
求
し
得
る
に
反
し
、
多
数
説
の
立
場
に
立
て
は

P

既
に
厭
打
し
た
り
と
¢
原
告
の
主
弘
に
反
封
抗
闊
と
な
り
、
従
っ
て
窪
誓
に
依
つ
て
も
證
朋
せ
ら

雙
務
契
約
に
於
け
る
厨
行
に
闘
す
る
牽
連
性

(

-

l

-

――――-） 

七



第

六

十

巻

第

二

款

（
―
-
三
四
）

七
四

れ
得
る
こ
と
と
な
る
O

（
註
10)

羅
馬
法
上
の
法
源
は
被
詰
求
者
の
横
利
を
明
ら
か
に

e
x
c
e
p
t
i
o
と
記
し
て
ゐ
る

・L.
5
 @ 
D
.
 d
e
 doli 
exc. 
44, 
4-; 
L
.
 5
 C
.
 
d
e
 evict 

8, 
4
4
;
 
vgl. 
a
u
c
h
 G
a
j
.
 IV~126 

a
;
 
L. 
2
5
 
D
.
 d
e
 act. 
e
m
t
i
 
19, 
l. 

（
註
1
1
)

＂̂ 
W
e
r
 a
u
,
 e
i
n
e
r
n
 
g
e
g
e
n
s
e
i
t
i
g
c
n
 
V
e
r
t
r
a
g
e
 v
c
r
p
f
i
i
c
h
t
e
t
 ist, 
k
a
n
n
 d
i
e
 
i
h
r
n
 
o
b
l
i
e
g
e
n
d
e
 L
e
i
s
t
u
n
g
 bis 
z
u
r
 B
e
w
i
r
k
u
n
g
 

d
e
r
 G
e
g
e
n
l
e
i
s
t
u
n
g
 
v
e
r
w
e
i
g
e
r
n
 
••••••••• 

"
か
か
る
文
字
の
使
ひ
方
は
獨
逸
民
法
を
通
じ
て
の
用
語
法
よ
り
見
て
、
抗
鎚
樅
の
存
在
を
示
し
た
る
も

の
な
る
こ
と
疑
を
納
れ
な
い
O

（
註
12)

"
 W
 e
r
 
b
e
i
 
<
'
i
n
e
m
 
z
w
e
i
s
e
i
t
i
g
e
n
 
V
 e
r
t
r
a
g
e
 
d
e
n
 A
n
d
e
r
n
 z
u
r
 E
r
f
i
i
l
l
u
n
g
 
a
n
h
a
l
t
e
n
 will, 
m
u
s
s
 e
n
t
w
e
d
e
r
 b
e
r
e
i
t
s
 erfiillt 

（
註
謬
）

h
a
b
e
n
 o
d
e
r
 d
i
e
 
erfiillung anbieten•••

…

·:99 

佛
民
法
は
雙
務
契
約
一
般
の
放
力
と
し
て
は
、
嘗
事
者
の
一
方
の
債
務
不
履
行
の
場
合
に
於
け
る
不
可
解
な
る
契
約
解
除
樅

（応
s
o
l
u
t
i
o
n
d
u
 

c
o
n
t
r
a
t
)
を
規
定
す
る
に
止
ま
リ
（
佛
民
―
―
八
四
）
、
同
時
展
行
の
抗
揺
樅
は
一
骰
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
°
判
例
も
亦
か
く
の
如
き
綜
合
的

職
念
を
認
む
る
に
至
っ
て
ゐ
な
い

(
C
a
p
i
t
a
n
t
,
C
a
m
e
,
 n
r
.
 1~ 

・ご

C
a
s
s
i
n
,
D
e
 !
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 titrふ
e
d
e
 l
'
i
n
e
x
e
c
u
t
i
o
n
 
P
.
 
1
5
0ー

1
8
9
)
0

併

し
乍
ら
、
正
賞
な
る
戯
祭
に
依
れ
ば
、
同
時
履
打
の
抗
揺
樅
の
迎
用
例
と
見
ら
る
べ
き
若
干
の
規
定
が
存
す
る
、

cf. 
A
r
t
.
 
1612, 
1613, 
1651, 
16'>3 

（
尤
も
判
例
及
び
學
説
の
大
勢
は
是
等
の
規
定
を
以
て
留
近
様
の
各
場
合
で
あ
る
と
解
し
て
ゐ
る
o
)

従
っ
て
、
現
在
の
佛
民
法
の
下
に
於
い
て
か
か
る
抗

鑓
横

3
存
す
る
こ
と
に
付
い
て
は
、
疑
を
容
れ
な
い
、

(Saleilles,
T
h
e
o
r
i
e

隠
忌
rale
d
e
 !'obligation, 
nr. 
1
6
8
 
ff 
;
 Planiol, 
T
r
a
i
t
e
 
ele-

m
e
n
t
a
i
r
e
 d
e
 d
r
o
i
t
 
civil 
III, 
nr. 
9
4
9
;
 C
o
l
i
n
 et 
C
a
p
i
t
a
n
t
,
 
C
o
n
r
s
 e
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 d
r
o
i
t
 
civil 
f
r
a
n
9
a
i
s
 
II 
p. 
3
3
6
 ff.)0 
尤
も

（
註
1
4
)

此
の
椛
利
が
銘
の
抗
緋
樅
な
り
や
否
や
は
明
か
で
な
い
が
．
之
れ
を
肯
定
す
る
學
説
が
近
末
は
多
い
様
で
あ
る
O

此
の
外
國
語
を
見
て
知
り
得
る
が
如
<
,
外
國
に
て
は
一
殻
に
此
の
抗
辮
植
を
「
契
約
不
展
行
の
抗
辮
樅
」
と
観
念
し
て
ゐ
る
°
我
が
國
の
學
者

に
も
此
の
用
語
を
用
ふ
る
者
が
あ
る
0

（
註
い
）

磯
谷
幸
次
郎
•
前
掲
・
法
曹
記
事
二
七
巻
七
雛
一
頁
以
下
°



同
時
履
行
の
抗
辮
樅
の
性
質

我
が
民
法
上
同
時
履
行
の
抗
辮
樅
が
異
宜
の
抗
辮
樅
で
あ
る
こ
と
上
述
の
如
し
と
す
れ
ば
、
次
に
其
の
畑
何
な

る
種
類
の
抗
辮
椎
に
凪
す
る
や
が
問
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
之
れ
を
以
て
、
延
期
的
抗
綺
樅
で
も
な
く
永
久
的
抗

辮
樅
で
も
な
い
一
種
特
別
の
抗
綺
樅
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
（
註
い
）
ヽ

通
設
が
何
等
の
遅
疑

と
は
、
今
後
掲
ぐ
る
所
の
諸
判
例
に
依
つ
て
窺
び
得
る
が
、
今
共
の
一
例
を
示
芯
う
0

〔
判
例
七
〕

明
治
三
七
年
一
月
一
九
日
大
審
院
弟
一
民
事
部
判
決
民
録
一
〇
斡
一
八
頁

「
同
時
履
行
ノ
原
則
｀
ナ
ル
モ
ノ
ハ
法
律
力
契
約
賞
事
者
雙
方
J

利
盆
ヲ
衡
平
―
―
保
護
セ
ン
カ
タ
メ
賞
事
者
ノ
一
方
力
債
務
ノ
履
行
ヲ
為

サ
サ
ル
ト
キ
ハ
相
手
方
二
於
テ
モ
亦
自
己
ノ
債
務
履
行
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
楡
利
ヲ
奥
ヘ
タ
ル
モ
J

ニ
シ
テ
即
チ
一
方
ノ
請
求

ニ
到
シ
自
己
J

偵
務
履
行
ヲ
拒
絶
ス
ル
ノ
抗
辮
櫂
ヲ
相
手
方
―
―
興
ヘ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
決
シ
テ
上
告
人
論
述
ス
ル
カ
如
ク
嘗
事
者
雙
方
ノ

義
務
力
同
時
二
履
行
七
ラ
レ
タ
リ
ト
ノ
推
定
ヲ
生
ス
ル
モ
｝
―
-
非
サ
ル
ナ
リ
」

同
時
履
行
の
抗
鯖
樅
を
認
む
る
法
律
の
趣
旨
は
何
虞
に
存
す
る
か
°
之
れ
も
通
説
の
主
張
す
る
如
く
、
相
互
に

條
件
た
る
闊
係
を
有
す
る
債
務
を
負
搬
せ
る
各
営
噸
者
が
、
相
手
方
が
未
だ
其
の
偵
務
の
履
行
又
は
履
行
の
提
供
を
為

＄
ざ
る
に
、
自
己
獨

b
先
づ
其
の
債
務
を
履
行
す
べ
き
こ
と
を
語
求
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
す
る
は
公
平
を
失
す
る
か

雙
務
炎
約
に
於
け
る
辰
行
に
闘
す
る
牽
連
性

（
―
-
三
五
）

七
五



第

六

十

巻

第

二

縦

（
二
三
六
）

七
六

ら
、
此
の
公
平
を
維
持
す
る
が
為
め
に
認
め
ら
れ
た
る
抗
錦
樅
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
、
最
恣
妥
営
で
あ
ら
う
°
判
例

も
亦
充
分
此
の
理
を
了
解
す
る
0

〔
判
例
八
〕

明
治
四
一
年
四
月
二
三
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
民
録
一
四
輯
四
八
二
頁

「
債
務
ハ
共
片
務
契
約
―
―
因
ル
ト
雙
務
契
約
―
一
因
ル
ト
ノ
別
ナ
ク
辮
齊
期
―
―
在
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
ハ
均
シ
ク
之
ヲ
履
行
ス
ル
ノ
責
ア
ル

コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
雖
モ
愛
務
契
約
ノ
場
合
二
在
リ
テ
ハ
嘗
事
者
ハ
交
互
―
―
間
灌
者
タ
ル
ト
同
時
＝
債
務
者
タ
ル
地
位
―
―
在
lJ
而
シ
テ
其

相
互
ノ
債
務
ハ
均
シ
ク
同
一
ノ
法
律
行
為
ョ
lJ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
雨
者
均
シ
ク
辮
溝
期
―
―
在
ル
場
合
―
―
於
テ
賞
事
者
ノ
一
方
ハ
共

債
務
ヲ
履
行
シ
タ
ル
一
一
拘
ラ
ス
他
ノ
一
方
ハ
之
ヲ
履
行
セ
サ
ル
カ
如
キ
ハ
公
平
ヲ
失
フ
コ
ト
殊
―
―
太
甚
シ
是
レ
氏
法
第
五
百
三
十
三
條

ノ
規
定
仰
チ
所
謂
同
時
肢
行
ノ
抗
網
椛
ノ
規
定
ア
ル
所
以
ナ
リ
」

〔
判
例
九
〕

同
趣
旨
、
明
治
三
七
年
一
月
一
九
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
（
上
掲
〔
判
例
七
〕
）
、
明
治
四
一
年
六
月
一
七
日
大
審
院

第
二
民
事
部
判
決
民
録
一
四
輯
七
一
―
―
―
二
頁
、
昭
和
二
年
六
月
二
九

H
大
審
院
第
三
民
事
部
判
決
宕
後
掲
〔
判
例
一
〇
〕
）

民
法
第
二
百
九
十
五
條
は
、

「
他
人
ノ
物
ノ
占
有
省
ヵ
共
物
―
―
闊
シ
テ
生
シ
ク

JV
偵
椛
ヲ
有
ス
炉
ト
キ
ぐ
其
債

横
／
辮
清
ヲ
受
ク

JV

マ
テ
共
物
ヲ
留
齢
ス

JV

コ
ト
ヲ
得
，
f

と
規
定
す
る
°
之
れ
所
謂
留
憐
樅

、

．

(
d
r
o
i
t
 
d
e
 r
e
t
e
n
t
i
o
n
,
 

Z
u
r
i
i
c
h
b
e
h
a
l
t
u
n
g
s
r
e
c
h
t
)
 
で
あ
る
が
、
之
れ
と
雙
務
契
約
に
於
け
る
同
時
履
行
の
抗
錆
樅
と
は
如
何
な
る
闊
聯
及
び

差
異
を
有
す
る
か
（
註
1
7
)
0

（
イ
）

同
時
履
行
の
抗
錦
樅
が
公
平
の
原
珂
に
基
調
を
有
す
る
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
留
骰
櫂
も
亦
果
し



て
然
る
か
°
判
例
は
之
れ
を
肯
定
し
て
雨
者
を
全
く
同
一
の
某
調
の
上
に
認
め
て
ゐ
る
o

〔
判
例
一
〇
〕

昭
和
二
年
六
月
二
九
日
大
審
院
翌
二
民
専
部
判
訣
法
作
評
論
十
六
巻
九
ニ
ニ
頁

「
人
ヲ
責
ム
ル
ニ
頸
グ
己
ヲ
待
ツ
＝
鰐
キ
ハ
公
正
ノ
観
念
―
―
反
ス
故
＝
一
古
ノ
晶
馬
法
―
―
於
テ
ハ
所
布
樅
＝
一
基
ク
返
還
請
求
二
野
シ
占
有

者
ハ
共
ノ
物
ノ
為
―
―
州
担
ジ
タ
ル
必
要
質
ノ
臼
這
ヲ
受
ク
ル
マ
テ
ハ
詰
求
．
―
-
應
セ
サ
ル
ヲ
得
タ
リ
此
ノ
拡
紐
樅
ョ
リ
瀬
次
痰
逹
シ
タ
ル

モ
ノ
卯
チ
今
日
ノ
所
謂
留
岱
構
ナ
リ
叉
同
法
―
―
於
テ
ハ
賣
主
力
物
ヲ
提
供
ス
ル
コ
ト
無
ク
シ
テ
代
金
ノ
支
彿
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
買

主
ハ
之
二
應
セ
サ
ル
ヲ
得
タ
リ
今
日
J

所
謂
同
時
屈
行
J

抗
紐
ハ
源
ヲ
之
二
波
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
要
ス
ル
一
一
公
正
ノ
観
念
ヲ
夫
レ
夫
レ
嘗

該
ノ
場
合
―
―
適
用
ジ
タ
ル
―
―
過
キ
ス
夫
l
留
置
晶
ヲ
物
樅
ト
ス
ル
ヤ
否
ヤ
占
有
者
J

偵
柚
ハ
所
謂
牽
連
ヲ
要
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
カ
如

キ
ハ
寧
口
技
術
的
ノ
問
題
―
―
止
マ
ル
而
ジ
テ
留
罹
樅
ヲ
以
テ
一
ノ
物
椛
ト
セ
ス
翠
ナ
ル
抗
辮
椛
ト
ス
ル
法
制
ノ
下
―
―
在
リ
ア
ハ
此
ノ
抗

辮
櫂
ハ
夫
ノ
同
時
履
行
ノ
ゾ
レ
ト
同
一
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
属
ス
ト
．
ぷ
ハ
ム
ョ
リ
モ
却
テ
後
古
ハ
前
者
ノ
一
ノ
場
合
―
一
外
ナ
ラ
ス
ト
解
ス
ル

ヲ
以
テ
賞
レ
リ
ト
ス
故
二
習
逍
椛
卜
云
ヒ
又
同
時
履
行
ノ
抗
揺
樅
卜
云
フ
モ
共
ノ
法
制
ノ
根
抵
ヲ
成
ス
設
念
二
至
リ
プ
ハ
則
チ
一
ノ

ミ
」

か
か
る
数
科
書
的
傍
論
が
判
決
の
邪
道
で
あ
る
こ
と
は
兎
恣
角
と
し
て
、
此
の
判
沢
が
雨
杭
の
植
利
を
公
平
の
姑
調
に

置
い
て
ゐ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
°
此
の
闘
自
腔
に
付
い
て
は
異
諭
の
餘
地
が
な
い
o

（

口

）

雨
者
は
か
く
等
し
く
公
平
の
観
念
に
立
脚
す
る
観
念
で
あ
る
け
訊
ど
も
、
共
の
間
種
々
な
る
差
異
を
有
す

る
°
併
し
乍
ら
、
是
等
は
畢
覚
次
の
二
つ
の
差
異
貼
に
峠
着
す
る
で
あ
ら
う
。
い
先
づ
留
似
柾
は
物
樅
と
し
て
物
の
直

雙
務
契
約
に
於
け
る
展
行
に
闘
す
る
牽
迎
性

（
二
三
七
）

七
七



第
六
十
巻
第
一
一
臨

（
二
三
八
）

七
八

接
支
配
な
る
内
容
を
有
す
る
恣
の
で
あ
る
が
、
同
時
履
行
の
抗
緯
樅
は
餌
櫂
契
約
た
る
襲
務
契
約
の
妓
力
と
し
て
相
手

方
の
請
求
に
調
す
る
抗
癖
を
共
の
内
容
と
す
る
（
註
1
8
)
0

団
等
し
く
公
平
観
念
を
却
調
と
す
る
も
、
此
の
公
平
を
変
求

す
る
目
的
は
雨
者
之
れ
を
異
に
し
、
留
骰
樅
は
偏
へ
に
留
置
樅
者
の
債
樅
搬
保
を
目
的
と
す
る
に
反
し
、
同
時
履
行
の
一

抗
辮
樅
は
営
事
者
の
一
方
の
み
が
先
行
給
付
を
強
栗
せ
ら
る
る
こ
と
を
避
く
る
を
共
の
目
的
と
す
る
°
民
法
が
代
b
搬

保
の
供
典
に
依
る
留
戦
樅
の
消
滅
を
認
む
る
に
拘
ら
ず
（
民
―
―

1
0
1)
、
同
時
履
行
の
抗
辮
撒
に
付
い
て
か
か
る
消
滅
原

因
を
認
め
ざ
る
理
由
も
亦
、
此
の
雨
者
の
目
的
の
差
異
よ
り
之
れ
を
導
く
べ
さ
も
の
で
あ
る
（
註
1
9
)
（註加）
0

尤
も
此
の

貼
に
付
い
て
は
多
少
の
異
設
が
な
い
で
も
な
い
（
註
t
l
)
0

,.._, 
2ヽ

、一

尚
は
留
骰
樅
と
同
時
履
行
の
抗
辮
楠
と
は
同
時
に
相
併
存
し
得
る
°
此
の
励
に
付
い
て
も
異
設
が
な
い
で

も
な
い
五
註
如
）
0

（註い）

神
戸
寅
次
郎
•
前
掲
・
法
學
協
會
雑
誌
三
九
巻
九
雛
九
二
貝
以
下
，
其
の
理
由
に
依
れ
ば
、
箪
獨
請
求
横
能
を
選
擦
し
て
之
れ
を
行
使
し
之
れ
に

対
し
て
抗
辮
櫂
が
主
張
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
其
、
主
張
の
瞬
時
に
於
い
て
此
の
箪
獨
詰
求
櫂
能
た
る
一
の
行
使
方
法
は
停
止
せ
ら
る
る
け
れ
ど
も
、
而
も

他
の
請
求
横
能
た
る
行
使
方
法
は
此
の
瞬
間
に
於
い
て
何
等
停
止
せ
ら
る
る
こ
と
が
な
い
、
故
に
其
の
甚
本
の
椛
利
た
る
語
求
椛
其
の
も
の
の
作
用
は
個

令
抗
踪
櫂
の
主
張
あ
る
も
少
し
も
停
止
せ
ら
れ
な
い
、
故
に
此
の
抗
誹
樅
は
被
請
求
者
の
償
務
の
履
行
の
時
間
の
延
期
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
、
箪

に
二
個
の
債
務
の
履
行
の
同
時
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
此
の
同
時
を
要
求
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
．
と
謂
ふ
の
で
あ
る
O

（註
1
7
)

此
の
雨
者
の
闘
聯
に
付
い
て
は
立
法
例
に
依
つ
て
種
々
の
差
異
を
見
得
る
°
獨
逸
民
法
は
、
債
務
者
が
債
務
を
負
擢
し
た
る
と
同
一
の
法
律
闊
係

に
基
き
値
樅
者
に
封
し
て
辮
演
期
に
逹
し
た
る
請
求
櫂
を
有
す
る
場
合
．
及
び
目
的
物
を
返
還
す
べ
ぎ
義
務
を
負
ふ
者
が
其
の
目
的
物
に
加
へ
た
る
費
用

又
は
目
的
物
に
因
り
生
じ
た
る
担
害
に
付
き
既
に
鶉
演
期
に
逹
し
た
る
詰
求
樵
を
有
す
る
揚
合
に
、
是
等
詰
求
樅
の
特
別
の
放
力
と
し
て
留
翫
植
と
稲
す



る
給
付
拒
絡
櫂
を
債
務
者
に
呉
へ
て
ゐ
る
が
（
獨
民
ニ
ヒ
三
）
、
之
れ
と
同
時
に
雙
務
契
約
債
務
に
付
い
て
同
時
履
行
の
抗
峙
櫂
を
輿
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

（
獨
民
三
―
-
g
°
而
し
て
此
の
雨
者
の
闘
係
に
付
い
て
、
之
れ
を
全
然
別
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
な
い
で
は
な
い
が
(
S
c
h
o
l
l
m
e
y
e
r
)
、

一
般

に
は
、
同
時
展
行
の
抗
辮
樅
も
留
置
横
の
一
種
で
あ
る
が
、
後
者
が
債
横
握
保
の
み
を
目
的
と
す
る
に
反
し
て

b

同
時
履
行
の
抗
踪
横
は
其
の
他
に
公
平

維
持
を
寧
ろ
主
な
る
目
的
と
す
る
貼
に
於
い
て
、
特
別
な
る
留
置
櫂
で
あ
る
と
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
v
g
l
.
E
n
n
e
c
c
e
r
u
s
~
2
i
i
7
)
0
佛
民
法
は
同
時
履

行
に
闘
し
て
も
留
置
櫂
に
付
い

CC
も
寵
接
の
一
般
規
定
を
有
せ
ぬ
°
而
し
て
、
學
説
は
諸
規
定
を
綜
合
し
て
同
時
履
行
の
抗
錨
植
を
肯
定
す
る
こ
と
漑
述

の
如
く
で
あ
る
が
（
註
い
参
照
）
、
判
例
は
寧
ろ
之
れ
に
代
へ
て
留
漑
樅
な
る
職
念
を
維
持
し
て
ゐ
る
°
郎
ち
．
佛
民
法
に
規
定
せ
ら
る
る
所
の
第
五
四
五

•
五
七
0
•

八
六
七
•
一
六
―
ニ
・
一
六
―
―
―
一
•
一
六
七
三
•
一
七
四
九
•
一
九
四
八
・
ニ
―

0

ニ
・
ニ
ニ
八
0
等
の
諸
條
は
す
べ
て
留
置
樅
な
る
一
般

概
念
の
表
は
れ
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
學
界
の
通
説
で
あ
る
が
(
C
o
l
i
n
et 
C
a
p
i
t
a
n
t
 
II. 
p. 
7
7
G
 ff; 
P
l
a
n
i
o
l
 
II. 

nr. 2
5
1
4
 ff; 
P
l
a
n
i
o
l
 
et 

R
i
p
e
r
t
,
 
T
r
a
i
t
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 d
e
 d
r
o
i
t
 
civil 
fran<;ais 
V
J
 nr. 4
4
4
)
、
判
例
も
亦
之
れ
に
倣
つ
て
留
置
櫂
な
る
一
殷
観
念
を
認
め
、
之
れ
に
相

殺
理
論
(
A
r
t
.
1
2
 
00 9
 
ff.)
を
併
用
し
て
、
以
て
同
時
履
行
の
抗
猫
樅
の
目
的
を
も
逹
し
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
°
獨
り
瑞
西
法
は
我
民
法
と
同
じ
く
．
先
づ

物
櫂
と
し
て
の
留
漑
横
を
認
め
な
が
ら
（
瑞
民
八
九
五
•
八
九
六
）
．
之
れ
と
相
並
ん
で
雙
務
契
約
の
放
力
と
し
て
の
同
時
履
行
の
抗
揺
樅
を
も
規
定
し
て

ゐ
る
（
瑞
債
務
法
八
―
-
）
o

（註
18)

其
の
結
果
と
し
て
次
の
差
異
を
生
ず
る
o
(
A
)
留
置
樅
は
物
の
所
在
の
如
何
を
問
は
ず
之
れ
を
行
使
し
得
る
が
．
同
時
履
行
の
抗
揺
樅
は
契
約
の

相
手
方
に
封
し
て
の
み
之
れ
を
行
使
し
得
る
o
(
B
)
前
者
に
依
つ
て
拒
絶
し
得
る
給
付
は
物
の
引
渡
に
阪
ら
る
る
が
、
後
者
に
於
い
て
は
か
か
る
制
眼
が

な
い
。
(

C

)

留
置
櫂
者
の
債
櫂
は
其
の
硲
笙
原
因
の
如
何
を
問
は
ぬ
が
、
同
時
履
行
の
抗
辮
樅
に
依
つ
て
保
誨
せ
ら
る
る
債
櫂
は
同
一
の
雙
務
契
約
に
因

つ
て
疲
生
せ
る
も
の
に
限
る
o

（註

m)
同
説
、
末
弘
厳
太
郎
・
債
櫂
各
論
一
三
七
頁
、
鳩
山
秀
夫
・
培
訂
H

本
債
横
法
各
論
―
二
五
頁
、
末
川
博
•
契
約
隷
論
―
0
1
一
頁
、
氾
義
雄
・
綜

合
日
本
民
法
論
(

2

)

二
四
二
頁
o

（
註
叩
）

獨
民
法
も
留
置
樅
に
付
い
て
は
代
り
捻
保
の
供
興
に
依
る
消
滅
を
認
む
る
が
（
獨
民
二
七
―
―
-
3
)
、
同
時
履
行
の
抗
辮
樅
に
付
い
て
は
之
れ
を
認
め

雙
務
契
約
に
於
け
る
履
行
に
闘
す
る
牽
連
性

（
ニ
―
―
―
九
）

七
九



第

六

十

巻

第

二

競

（
二
四

0
)

八

O

な
い
〈
獨
民
―
―
―
―

-
O
lー）
o

而
し
て
其
の
理
由
に
付
い
て
も
本
文
に
述
べ
た
私
見
と
同
様
に
説
か
る
る
を
一
般
と
す
る
が

(
v
g
l
.

E
n
n
e
c
c
e
r
u
s
 ?. 
2
~
7
)
、

中
に
は
、
同
時
履
行
の
抗
綺
樅
は
留
詮
饂
ー
於
け
る
が
如
く
反
封
給
付
受
領
に
先
だ
っ
給
付
の
買
行
に
付
き
偵
務
者
を
保
誤
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の

み
な
ら
ず
、
更
に
情
務
者
に
反
封
給
付
を
促
進
す
る
の
力
を
輿
(
¢
印
ち
彼
に
相
手
方
に
封
す
る
一
の
犀
力
を
奥
ふ
る
を
目
的
と
す
る
、
と
し
て
．
代
り

捩
保
の
供
興
に
依
る
消
滅
の
有
無
も
此
の
目
的
律
の
相
違
に
依
つ
て
之
れ
を
競
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
存
す
る

(
z
•B. 
T
i
t
z
e
 S
.
 3
9
)
0

侮

ほ
、
佛
民
法
上
の
解
秤
と
し
て
も
，
同
時
履
行
の
抗
踪
椛
は
債
樺
者
の
指
保
供
奥
に
依
つ
て
消
滅
し
な
い
と
解
せ
ら
れ
て
る
る
O

或
は
，
同
時
履
行
の
抗
辮
擢
は
雙
務
契
約
に
嘗
然
附
随
す
る
放
力
で
あ
る
が

b

留
笠
樅
は
唯
だ
公
平
の
観
念
に
基
き
法
律
の
特
に
認
め
た
る
樅
利

（
註

m)
で
あ
る
、
と
謂
ふ
貼
に
源
別
の
理
由
を
認
む
る
見
解
も
あ
る
が
(
-
孟
菰
信
三
・
全
訂
捩
保
物
樅
法
七

0
頁
、
横
田
秀
雄
・
依
樅
法
各
論
一

0
二
頁
、
富
井

政
章
・
民
法
原
論
二
巻
三
〇
八
頁
）
，
同
時
履
行
の
抗
籍
櫂
と
雖
も
公
平
の
観
念
に
甚
き
法
律
の
特
に
認
め
た
る
樅
利
で
あ
っ
て
。
理
論
上
賞
然
の
制
度

で
は
な
い
こ
と
留
置
櫂
と
異
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
採
用
し
難
い
0

注
目
す
べ
き
見
解
は
、
留
笠
横
は

1

箇
の
債
横
の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
を
任
務

と
す
る
が
故
に
、
其
の
債
櫂
の
為
め
に
他
に
之
れ
に
代
る
べ
き
相
常
の
猿
保
を
立
つ
る
と
き
は
、
之
れ
を
消
滅
せ
し
め
て
も
不
都
合
は
な
い
が
、
二
箇
の

給
付
が
同
時
に
相
交
換
せ
ら
る
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
詞
時
履
行
の
抗
鑓
櫂
に
あ
っ
て
は
、
現
行
法
上
之
れ
に
代
つ
て
二
箇
の
給
付
の

同
時
交
換
を
確
保
す
る
任
務
を
果
す
べ
き
撰
保
樅
が
な
い
か
ら
、
代
IJ
搬
保
の
供
奥
に
因
つ
て
同
時
属
行
の
抗
僻
椛
を
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
は
許
さ
な

ぃ
、
と
謂
ふ
主
張
で
あ
る
二
卿
戸
寅
次
郎
•
前
掲
‘
槃
師
寺
志
光
．
留
澁
樅
論
五
二
頁
）
。
之
れ
は
此
の
抗
醤
樅
を
以
て
延
期
的
抗
鑓
に
非
ざ
る
一
種
特
別

（
註
22)

の
樅
利
で
あ
る
と
す
る
見
解
盆
註
Hi
参
照
）
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
根
本
的
に
吾
人
の
見
解
と
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
O

稗
戸
寅
次
郎
•
前
掲
、
同
博
士
に
依
れ
ば
、
同
時
属
行
の
抗
舜
植
は
同
時
の
属
行
を
目
的
と
す
る
に
反
し
、
留
滋
樺
は
異
時
の
展
行
（
相
手
方
の

先
行
給
付
）
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
雨
者
は
其
の
目
的
を
異
に
し
雨
立
す
る
を
得
な
い
、
と
せ
ら
る
る
°
獨
特
の
前
提
（
註
い
及
び
叫
参
照
）
の
結
果
で

あ
る
0


